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日本司法支援センター（法テラス）は、11月20日付プレスリリースでもお伝えしたとおり、この度、岩⼿弁護⼠
会をはじめ地⽅⾃治体・関係機関の協⼒のもと、岩⼿県⼤船渡市に県内２番目、被災3県で7番目となる被災
地出張所「法テラス気仙」を設置し、本年3月24日（日）より業務を開始します。

「法テラス気仙」は、⼤船渡市、陸前⾼⽥市、住⽥町、その他周辺市町村の⽅々のご利⽤を想定しています。
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●３月２４日（日）開所式＆記念イベント「無料法律相談会」の開催
３月２４日（日）には、法テラス気仙の開所記念イベントとして、弁護⼠・司法書⼠による無料法律相

談会を開催いたします（会場：法テラス気仙/時間：午前１０時〜正午）。相談は予約優先制で３月
１１日（月）よりお電話にて受け付けます。

「法テラス気仙」
３月２４日（日）開所式＆開所記念イベント「無料法律相談会」開催

●法テラス気仙の相談体制について

○弁護⼠による法律相談 午前１０時〜午後４時（月・⽕・⽊・⾦曜日）
○司法書⼠による法律相談 午前１０時〜午後４時（⽔曜日）
※冬季期間(12月〜3月)の相談時間は午前10時30分〜午後3時30分までとなります。

「法テラス気仙」では、岩⼿弁護⼠会と岩⼿県司法書⼠会の協⼒のもと、弁護⼠・司法書⼠が下記のとお
り相談に対応し、昨年４月に施⾏された「法テラス震災特例法（※）」にもとづき、どなたでも無料法律相談
を受けられます。

※法テラス震災特例法（東日本⼤震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律）
平成２４年３月２３日に成⽴し、４月１日に施⾏。平成２３年３月１１日時点において、災害救助法が適⽤された地域

（岩⼿県は全域）に住所、居所、営業所⼜は事務所があった⽅（法⼈を除く）が対象となり、資⼒を問わず法テラスのサービス
（無料法律相談や代理援助（代理援助は震災起因性があることを条件とする）等）を受けることができます。



開所式・無料法律相談会会場のご案内

下記のとおり開催いたしますので、是非ご取材くださいますようお願いい
たします。
１．⽇時
平成２５年３月２４日（日）
◆無料法律相談会 午前１０時〜正午
◆開所式 午後１時３０分〜午後２時３０分

２．場所

◆無料法律相談会 法テラス気仙
（住所）岩⼿県⼤船渡市盛町字宇津野沢9番地5

◆開所式 シーパル大船渡
（住所）岩⼿県⼤船渡市盛町字二本枠８番地６

※駐⾞場をご⽤意していますので、当日は、会場の駐⾞場係がご案内します。

３．開所式（テープカットセレモニー）招待予定団体

【関係機関】
法務省、仙台⾼等検察庁、盛岡地⽅裁判所・家
庭裁判所、盛岡地⽅検察庁、盛岡地⽅法務局、
日本弁護⼠連合会、岩⼿弁護⼠会、日本司法書
⼠会連合会、岩⼿県司法書⼠会、岩⼿県⾏政書
⼠会、岩⼿県⼟地家屋調査⼠会、東北税理⼠会
岩⼿県支部連合会、岩⼿県建築⼠事務所協会、
⼤船渡商⼯会議所、陸前⾼⽥商⼯会など

【地⽅⾃治体】
岩⼿県、⼤船渡市、陸前⾼⽥市、住⽥町
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